
■共有と集成■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 333号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

オンラインの議論をご希望の方は、気軽に返信ください。 
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1. トピックス：菅退陣と僕の決意 

 

実は、菅総理大臣の退陣表明に、僕自身が動揺していることに驚いています。 

もちろん突然の表明だった驚きが大きいのは否めませんが、それは日本中誰もが驚いたことでしょう。 

でも、多くの方がこの辞任に驚きながらも、あっさり受け入れているのではないでしょうか。 

僕は、そんな皆さんについていけない自分を感じ、そのことに驚いています。 

でもそのおかげで、自分が何を考えているのか、急に分かった気もします。 

それは、菅内閣の現状を受けいれていた自分がいたことです。 

・ 

菅総理は、就任当初から各方面で「他になり手がいない」と言われてきたのは、ご存知の通りです。 

これまで僕も、これを菅総理に対する世間の評価と受け止めてきました。 

でも今回、これが決して評価でなく、現実として受け止めていた自分に気付きました。 

現状こそが私たち自身が選んだ最良の道であるからこそ、それに対して自分がすべきことを見極めてきたのだと。 

だからこそ、僕は日本という国をあてにせず、自分で小さな国づくりに着手しました。 

僕は、菅政権だけでなく安倍政権から続く 8年間を失敗と捉えずに、それを現実の日本国として受け入れて、そ

こからの自立を目指しました。 

・ 

僕から見れば、今回の菅退陣は現状日本の崩壊です。 

もちろんこのような形を想定していなかったので、動揺は隠せませんが、この時に備えてきた僕にとって、想定

外に早まった嬉しい誤算です。 

なので、緒に就いたばかりの「国づくり活動」を、一気に加速したいと思います。 

菅退陣以降の政治ごっこに期待することなく、自分自身が変化する革命の道を進みたいと思います。 



 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログより：共有と集成 

 

僕が取り組んでいる「土地の共有」とは、「土地そのもの」でなく、土地を介して「別の何か」を共有することだ。 

そもそも地球上の土地は、すでに全ての命が共有している。 

もし土地所有が「排他的な占有」を意味するなら、生命のいない月にでも行かなければ不可能だ。 

先ほど述べた「別の何か」とは、土地に託した「夢」のこと。 

土地は、夢を叶えるために世代を越えて走る、リレーで引き継ぐ「バトン」に過ぎない。 

僕が提唱する「みんなで地主」は、土地を持たない人と土地所有者が夢を共有する仲間になることだ。 

そして、その仲間たちが土地を使って夢を叶えることを、国づくりと定義したい。 

・ 

さて、ここからが今日の本題だ。 

土地を持たない人でなく、土地を持つ人同士が仲間になるとどうなるかを考えたい。 

「土地 Aを持つ Xさん」と、「土地 Bを持つ Yさん」が仲間になると、「土地 Aと B」はそれぞれ「Xと Yの二

人が共有」するようになるが、同時に、「Xと Yの二人」は共同して「AB二つの土地」を所有することになる。 

所有者 XYはどちらも所有する土地が増え、土地 ABはどちらも二人の共有となる。 

一つの土地を複数の人が所有することと、一人の人が複数の土地を所有することが、仲間になることで同時に実

現する。 

前者は「共有」と呼べばいいが、後者を意味する言葉が見つからないので、「集めてまとめる」意味で「集成」と

呼ぶことにする。 

・ 

法律上の所有権において、これは複数の土地を複数の人が共有で相続した「共有名義」の場合に該当する。 

山林など、多くの人が多くの土地を抱えることで、何もできない放置状態を招いている。 

所有者の中には既に死亡しているのに相続登記を怠ることで所有者不明状態になったり、所有を自覚していない

者も含まれる。 

この問題は、一見「共有」の弊害に思われがちだが、「所有者たちが仲間になっていないこと」に起因する問題だ

と僕は考える。 

共有名義のメンバーが「仲間」なら、メンバーの管理をするのは当然のこと。 

メンバーが死んだり、新たに加わったことを誰も知らないなどあり得ない。 

むしろ「仲間と言えない集団」こそが、地域社会を蝕んでいる。 

・ 

僕が提唱する仲間とは、「夢や目的」を共有する人達のこと。 

人間にとって永続かつ不可欠な土地は、その拠り所にふさわしい。 

そして、その仲間が法的にも土地を所有するために、社団法人をお勧めしたい。 

社団とは「目的を共有する人の集団」のことであり、その仲間が法的な人格を持つことで、一人の人間として所

有権を持つことができる。 

土地を所有する人達が、自分が所属する法人に自分の土地を譲渡すれば、先ほどの「共有」と「集積」が明確に

実現する。 

さらに、土地を所有しない人でも法人に所属することで、集積を共有する仲間になれるわけだ。 

・ 



この方式を応用すれば、土地や建物の孤立や細分化を解消する新たな選択肢になるかもしれない。 

例えば、都会のマンションと田舎の山海を一つの法人が所有すれば、メンバーはどちらも自由に使えるだけでな

く、都会の収益を田舎で使えるようになる。 

ご近所の仲間が社団法人を作り、自宅を法人が所有すれば、一人暮らしなどやめて集まって暮らすだけでなく、

空いた家を賃貸して収益を得ることもできるはず。 

マンションの区分所有者が仲間に社団法人を作り、持ち分をまとめて法人が所有すれば、共用部分を自由に使っ

たり管理も自分たちでできるようになる。 

土地や建物を出資する協同組合を作れば、組合員がまちづくりに取り組む住宅生協が成立する。 

・ 

僕の願いは、「土地の共同所有」を、「夢を共有し土地を集成すること」と言い換えること。 

夢や願いを共有する複数の人たちが、複数の土地をまとめて所有することを、「共有と集成」と呼んでもいいか、

誰か教えて欲しい。 

 

https://nanoni.co.jp/20210905/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今週のお誘い＋今後の予定 

【凡例】 

■リモート、２ｍ面談など歓迎：方法をご提案ください 

○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

●同行可能：僕の訪問先にお連れできます。 

★参加可能：あなたも参加可能な予定です。 

△同席不可：予定の前後は面談可能です。 

▲留守不在：すみません、留守のためお許しを。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（火）09/07 ■〇◎いづみ作業日 09-17時 

10-17時 〇アントレハウスいづみ※（反町） 

（水）09/08 ■〇◎なのに作業日 09-14時 

15-20時 ▲ヒルトン小田原（小田原） 

（木）09/09 ■〇◎なのに作業日 09-16時 

 10-12時 ▲HFA定例会（渋谷） 

 13-15時 ★一宮庵クラブ運営会議（成城） 

 16-17時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）09/10 ■〇◎なのに作業日 09-21時 

16-17時 △Joh Enschede（横浜） 

 20-21時 ★カプラー起業交流会（リモート） 

（土）09/11 ■〇◎笑恵館作業日 09-21時 

 09-17時 〇アントレハウス笑恵館※（笑恵館） 



（日）09/12 ■〇◎なのに作業日 09-21時 

（月）09/13 ■〇◎なのに作業日 09-21時 

 

■その後の予定 

09/14 10-17時 〇アントレハウスいづみ※（反町） 

09/15 13-16時 ▲理知の杜評議員会（市ヶ谷） 

09/16 18-20時 ★笑恵館完全持ち寄り食事会（笑恵館） 

09/18 09-12時 〇アントレハウス笑恵館※（笑恵館） 

09/22 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

10/01 20-22時 ■名栗の森オーナーシップクラブ 10月例会（リモート） 

10/14 16-17時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

10/14 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

10/14 19-21時 ★一宮庵クラブ運営会議（成城） 

 

※アントレハウスは、申込制のよろず相談・説明会 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 

http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(取締役平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 

まぐまぐ版はこちら 

https://www.mag2.com/m/0001693746 

 


